
□本人確認書類(下記A1点またはB2点)
　A顔写真付　例運転免許証、在留カード
　B顔写真無　例健康保険証、年金手帳
□「マイナンバー通知カード」または「個人番号
　通知書」
□「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発
　行申請書」または「QRコード付き交付申請書」
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、持参し
　てください。
※書類が揃わない場合は、市民課にご相談ください。

□滝野公民館　8月14日㈬　9時～16時
□東条福祉センター「とどろき荘」
　　　　　　　8月13日㈫　9時～16時
❖予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土曜日、日曜日、祝日を除く

　8月15日㈭　17時30分～19時
　加東市役所1階　市民課
❖予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土曜日、日曜日、祝日を除く

　18月10日㈯　8時30分～12時
　　〈予約締切〉 8月9日㈮　15時まで
　28月25日㈰　8時30分～12時
　　〈予約締切〉 8月23日㈮　15時まで
　加東市役所1階　市民課
❖予約受付　8時30分～17時15分　☎43-0390
　　　　　　※土曜日、日曜日、祝日を除く

問市民協働部市民課(庁舎1階)　☎43‐0390

　浴室棟の屋根等改修工事のため、下記の期間
とどろき荘の温浴施設を一時休業します。

〈休業期間〉 8月1日㈭～11月30日㈯ ※予定

☆温浴施設以外の施設については、通常どおり
　営業します。
　東条福祉センターとどろき荘　☎46-0912

　年金制度に加入していなかった期間や、国民
年金保険料の未納・免除の期間がある方は、老齢
基礎年金の受給額が少なくなります。しかし「任
意加入制度」を利用し、保険料を納めることで、
65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことが
できます。

　下記全てに該当する方
　□60歳以上65歳未満で、国内に住所を有する
　□老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
　□納付月数が480月(40年)未満である
　□厚生年金に加入していない
❖任意加入制度の保険料額
　16,980円/月 ※令和6年度の額です。

❖納付方法
　口座振替 ※前納できます。

☆「付加保険料」を支払うと、受け取る年金額が
　さらに増えます。詳しくは、年金機構ホームペ
　ージをご覧ください。

　市民協働部保険医療課(庁舎1階)
　☎43-0501

　8月の兵庫県の「人権文化をすすめる県民運
動」推進強調月間の趣旨に賛同し、加東市でも

「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間と
して、啓発活動を強化します。

◎推進強調月間に実施する事業
❖人権啓発展を開催
　　市内の小・中学校、義務教育学校の児童・生
　徒が作成した人権に関するポスター・標語を
　展示します。
　　8月15日㈭～19日㈪　10時～18時
　　Bio2階　多目的ホール
❖市内公共施設等にのぼり旗を設置
❖市内商業施設で啓発活動を実施
　市民協働部人権協働課(庁舎1階)　☎43-0544

　いじめ、体罰、児童虐待など、こどもをめぐる
さまざまな人権問題について、人権擁護委員と
法務局の職員が電話で相談をお受けします。
　相談は無料で、秘密は厳守します。

☎ 0120-007-110(全国共通・無料)

　8月21日㈬～27日㈫　8時30分～19時
　(土曜日・日曜日は、10時～17時)
　☆強化週間以外でも受け付けています。
　　8時30分～17時15分 ※土曜日、日曜日、祝日を除く

　神戸地方法務局人権擁護課　☎078-392-1821(代)

❖納付には、便利な口座振替をご利用く
　ださい。
❖コンビニエンスストア、スマートフォ
　ン決済でも納付できます。
❖納期限を過ぎると、督促手数料と延滞
　金が発生する場合があります。

　総務財政部税務課(庁舎1階)
　□市民税・県民税・森林環境税について
　　… ☎43‐0396
　□国民健康保険税について
　　… ☎43-0397
　□納付について … ☎43-0398

❖納期限
　〈第1期分〉 9月2日㈪　〈第2期〉 12月2日㈪
　※納付書は、第1期分・第2期分を併せてお送りします。
　　(年税額が1万円以下の場合は、第1期のみ)

⋄スマホ決済で納付できます
　納付書の二次元コード(eL-QR)から“いつでも・
　どこでも・簡単に”納付できます。

⋄コンビニ※、ATM※、金融機関、県税事務所でも
　納付できます ※納付書1枚あたり納付額30万円まで

　兵庫県加東県税事務所課税第1課　☎27-8727

　長寿祝金の対象の方に申請書をお送りしてい
ますので、期限までに申請してください。

　令和6年9月1日時点で、加東市に住民登録があ
　る方で、下記のいずれかに該当する方
　　A満77歳(昭和21年9月3日～昭和22年9月2
　　　日生まれ)
　　B満88歳(昭和10年9月3日～昭和11年9日2
　　　日生まれ)
　　C満99歳(大正13年9月3日～大正14年9月2
　　　日生まれ)
❖支給額
　⋄A、Bに該当する方 … 10,000円　
　⋄Cに該当する方 … 20,000円　
　8月9日㈮
　健康福祉部高齢介護課(庁舎1階)　☎43-0440


